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今般浪花分局交換方式努更に倖ひ同局所属加入者一部の

電話番鏡を改定いたしました。その加入者氏名、稽務、番

鏡、架設場所は本簿に登載の通りでありまナ。

向従来浪花局i肱容の市外通話用市内専用電話も同時に茅

場町局に切替へ牧容ナるととに念りました。 との分は巻

末御参照下さい。

改定賓施日...・H ・-・十一月三日
一叩ーー・ーー--~ー--

@本稽印刷民間に合ふ限 bの縛入は採録し叉縛聞は削除致しました。

@浪花局医域は再三町名番地の改正があbましたが未tl其の旨御届出のない

方があbますかf.>嘗局tと℃夫々関係の向と打合はせ不取敢本簿を編纂しま

した斯様在次第に付高一訂正洩其の他誤載等の事故があbました節は何卒

官局加入謀まで正式に御届出を願日ます。

⑩九年十月一日義行(浪花局所厩・加入者茅場町局へ切替)電話番披傭迫加中電

話番説、氏名、架設場所の相遣、掲載洩等のもりを本構の最終に正誤表と

して登載しt置きました。
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浪花分局交換方式の費更
浪花分局は来る十一月三日 1!J自働式に襲更されます。

一般加入者各位への御注意
浪花分局方式餐更に倖って機械設備の臨係上多少改番とな o方が御座います。(此の

加番競舗は其の改番となる方tl貯を掲載してあ bます〉

'って其の方面へ遁話の際は一腹此の品加番難構であ調ペの上御利用下さい。

浪花分局の加入者各位へ御注意
働式に費更3れますと御承知の遁b電話機の取扱方は金〈従来とは遺Uますので曇

バY フνツトを御遺附申上げ:(置きましたから、大方の皆様拡最早御解'下すった

と と、思以ますが未tlぉ讃みになら~ぃ方は是非御費下~る様ゐ願以致します。

御不審の輸は不日局員が参上致しますから御等ね下さい、向又丸の内43.'3番へ御電話

されば御説明申;上げます。

附 記

草創時市外通話に就:-c

講師時市外遁話法は家o十ー月下旬開始される見込みで御座いますが、其の方法は、

遁活が幅穫してゐない時(大檀午前九時から十二時頃迄を除〈他の時間)は申込と同

にす「接続されるのであbますが、遁話が輯模してゐるときは一旦電話を切b、];.

ちを願つτ、従来通b後からお呼ぴ致すので御座います。乙れに蔵て詳しい取扱方

近日中改めτ皆様にお遁知申上げる考で御座います。

局用電話一覚
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市内~ot!.o IIR .，_， _ .....~他局は…・其局 0060番(楚静2きた)

通話停止、解除、崎村j自局は・・…....・H ・ 1l憎(~をな)
圃 且電話使用上の間合i他局は…・・其局 0500番信設長;字詰)

働局所属J I市内通話に闘する申告は・..... ....・H ・.116番(雲師れの)

入者用1 \火事の時消防署へ遁知するにはH・H・-……119番 (~:I=をELZ)
市外通話の申込は(E怒ヂ).・H ・....・H・ .101番(~.を l:)
邸時接積地への通話申込は…H ・H ・..…102番(ヂ守L;)

市外{義守伊丹号1Fき}t;t.......・M ・-・・10惜(塁吟Li)
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浪花分局々 長用....・M ・-・・・・H ・H ・....・H ・……H ・H ・-…・・浪花局(67)0ω1番
同 事務用・・・・H ・H ・.....・H ・H ・H ・H ・H ・H ・...……...・...浪花局(67)4242番




